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食の「おいしい」や「温かい」を
世界の人々へ

代表取締役会長 鈴木 美奈子
代表取締役社長 谷口 徹

株主の皆様へ
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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
第65回定時株主総会を2025年6月21日（土曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知を
お届けいたします。
株主総会の議案及び当社グループの事業の現況と課題等についてご説明申し上げますので、ご高
覧賜りますようお願い申し上げます。
株主の皆様におかれましては今後とも一層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（証券コード6405）
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2025年６月５日
（電子提供措置の開始日2025年５月29日）

株 主 各 位
東京都中野区中野四丁目10番1号
中野セントラルパークイースト
鈴茂器工株式会社
代表取締役社長 谷口 徹

第65回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第65回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://suzumo.co.jp/ir/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、
「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧下さい。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2025年６月20日（金曜
日）午後５時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2025年6月21日（土曜日）午前10時
２．場 所 東京都中野区中野四丁目10番２号

中野セントラルパークサウスＢ１Ｆ「カンファレンス」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい）

３．株主総会の目的事項
報告事項 1.第65期（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）事業報告、連結計算書

類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第65期（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

４．議決権の行使についてのご案内
４ページに記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照下さい。

以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎当社は、本総会の招集にあたり、会社法及び当社定款の定めに従い、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算
書類の内容である情報等について電子提供措置をとっておりますが、会社法に基づく書面交付請求の有無に関わらず、従来
通り、全ての株主の皆様にそれらの情報を書面にてお送りいたします。

◎事業報告のうち「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算
書」、「連結注記表」並びに計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」については、株主様にお送りいたします書
面には記載しておりません。上記の各ウェブサイトに掲載しておりますので、そちらをご覧下さい。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.

2.

○○○○○○○

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見本

議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使には、以下の３つの方法がございます。
後記「株主総会参考書類」をご確認の上、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

同封の議決権行使書用紙を会場�
受付にご提出下さい。
※株主でない代理人及び同伴の方等、議決権を行使

することができる株主以外の方はご入場いただけ
ません（お身体の不自由な株主さまの同伴の方を除
きます）ので、ご注意下さい。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限
2025年６月21日（土）

午前10時
2025年６月20日（金）

午後５時30分必着
2025年６月20日（金）

午後５時30分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご記入いただき、行使期限までに
ご返送下さい。議決権行使書面に
おいて、議案に賛否の表示がない
場合は、賛成の意思表示をされた
ものとして取り扱わせていただき
ます。

次頁「インターネット等による議決
権行使のご案内」に記載の方法に�
より、行使期限までに賛否を�
ご入力下さい。

株主総会ご出席 郵 送 インターネット

※�議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

こちらに議案の賛否をご記入下さい。

● 賛成の場合 ｢賛｣ の欄に○印
● 反対する場合 ｢否｣ の欄に○印

● 全員賛成の場合 ｢賛｣ の欄に○印
● 全員反対する場合 ｢否｣ の欄に○印

● 一部の候補者に
反対する場合

｢賛｣ の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入下さい。

第１、２、４号議案

第３号議案
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワー
ドを入力することなく、議決権行使サイトにログイ
ンすることができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを
読み取って下さい。

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスして
下さい。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
下さい。

※操作画面はイメージです。

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力
下さい。

QRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログイ
ンID・仮パスワードを入力する方法」をご確認下さい。

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの
操作方法などがご不明な場合は、
右記にお問い合わせ下さい。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

議決権行使ウェブサイト

https://evote.tr.mufg.jp/

2 議決権行使書用紙に記載された
「ログインID・仮パスワード」を入力し
クリックして下さい。

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

見本

見本

5
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株主総会参考書類
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第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、中長期的に企業価値を高めると共に株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと
して位置付けています。株主還元につきましては、連結業績に基づいた総還元性向30％以上
（年間）を基準とし、株主の皆様への継続的な利益還元を実施する方針といたしており、2025年
３月期の期末配当につきましては、次の通りといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 １株につき金19円
配当総額 245,848,429円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月23日
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
（１）当社が当社子会社である株式会社日本システムプロジェクトを吸収合併する予定であるこ

とを踏まえつつ、当社グループの事業の現状に即し、事業内容の明確化を図ると共に、今
後の事業内容の拡大に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的の変
更および追加を行うほか、形式面等の所要の変更を行うものであります。

（２）取締役会の招集権者および議長に関し、複数代表制を採用していることを踏まえ、取締役
会の運営に柔軟性を持たせるべく、現行定款第24条（取締役会の招集権者および議長）
に所要の変更を行うものであります。

（３）そのほか、現行定款第22条（役付取締役）について形式面の所要の変更を行うものであ
ります。

２．変更の内容
変更内容は、次の通りです。

（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
１．食品加工機械の製造および販売

２．充塡機械、包装機械および諸機械の製造および販
売

３．合成樹脂製の食器、食品加工機器および厨房用機
器等の販売

４．米飯加工食品関連の包装資材、合わせ酢等食品資
材の製造および販売

５．食品加工機械、厨房機器および附帯設備の割賦販
売

（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。
１．食品加工機械、充填機械、包装機械および諸機械

の製造、販売、割賦販売、賃貸、保守および輸出
入

（削除）

２．食品加工機器、厨房用機器および食器等の製造、
販売、割賦販売、賃貸、保守および輸出入

３．食品関連の包装資材および食品資材等の製造、販
売および輸出入

（削除）
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現 行 定 款 変 更 案
（新設）

６．内装工事等の請負
７．損害保険代理業

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

８．前各号に附帯する一切の事業

第３条〜第21条（条文省略）

（役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の

中から、会長１名、副会長１名、社長１名、
副社長、専務取締役、常務取締役、相談役各
若干名を選定することができる。

第23条（条文省略）

（取締役会の招集権者および議長）
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

のほかは、社長が招集し議長となる。
社長に事故があるときは、あらかじめ取締役
会において定める順序により他の取締役がこ
れにあたる。

４．第１号および第２号に掲げる機械および機器のリ
サイクル事業並びに古物売買業

５．店舗等内装の設計、施工および管理
６．生命保険の募集および損害保険代理業
７．情報システムの企画、開発、販売、賃貸および保

守業務
８．コンピュータおよび事務機器の販売、賃貸および

保守業務
９．農業、水産業並びに畜産業
10. 農産物、水産物、畜産物の卸、販売および輸出入

並びに食品加工および加工品の販売
11. 食料品、調味料の製造、卸および販売
12. 洗浄剤、除菌剤の製造および販売
13. 試薬、医薬部外品、食品添加物の製造および販売
14. 飲食店の経営
15. 日用品雑貨の販売
16. インターネットを利用した通信販売事業
17. 不動産の売買、仲介、賃貸借および管理
18. 自然エネルギ−による発電および売電事業
19. 前各号に附帯する一切の事業

第３条〜第21条（現行通り）

（役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の

中から、会長１名、副会長１名、社長１名、
副社長、専務、常務、相談役各若干名を選定
することができる。

第23条（現行通り）

（取締役会の招集権者および議長）
第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合

のほかは、あらかじめ取締役会が定めた代表
取締役が招集し議長となる。
当該代表取締役に事故があるときは、あらか
じめ取締役会において定める順序により他の
取締役がこれにあたる。
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第３号議案 取締役６名選任の件
現任取締役は、全員本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役３
名を含む取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次の通りであります。

候補者
番号 氏 名 性 別 現在の当社における地位 在任期間 取締役会

出席状況

1 再 任
すず き み な こ

鈴 木 美 奈 子 女性 代表取締役会長 21年 100％
（16回／16回）

2 再 任
たに ぐち とおる

谷 口 徹 男性 代表取締役社長執行役員 ６年 94％
（15回／16回）

3 再 任
こし の じゅん こ

越 野 純 子 女性 取締役常務執行役員 １年 100％
（12回／12回）

４
再 任
社 外
独 立

たか はし まさ み

髙 橋 正 己 男性 社外取締役 10年 100％
（16回／16回）

５
再 任
社 外
独 立

たか はし あき お

髙 橋 昭 夫 男性 社外取締役 ６年 100％
（16回／16回）

６ 新 任
社 外

ささ がわ とし や

笹 川 利 哉 男性 ー ー ー

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 独立役員候補者
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候 補 者 番 号 1
すず き み な こ

鈴 木 美 奈 子
生年月日
1961年８月30日生

再 任

所有する当社株式の数
1,626,000株

■ 略歴、当社における地位及び担当
2003年９月 当社入社 社長室長
2004年１月 当社社長室長兼管理本部システム統括部長
2004年６月 当社取締役管理本部長兼システム統括部長
2007年６月 当社常務取締役
2016年10月 当社取締役副社長
2017年６月 当社代表取締役社長
2021年 6 月 当社代表取締役社長執行役員
2025年４月 当社代表取締役会長（現任）

■ 重要な兼職の状況
・合同会社アン・コーポレーション代表社員

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、当社において豊富な経験と見識を備え、代表取締役会長として強いリーダー
シップを発揮し、これまでの概念にとらわれない経営改革を実行するなど、適切な役
割を果たしており、当社グループの更なる発展を牽引することが期待できることか
ら、引き続き取締役候補者といたしました。

候 補 者 番 号 2
たに ぐち とおる

谷 口 徹
生年月日
1968年７月６日生

再 任

所有する当社株式の数
27,400株

■ 略歴、当社における地位及び担当
2015年４月 当社入社 経営企画部長
2019年６月 当社専務取締役
2021年 6 月 当社取締役専務執行役員
2023年４月 当社代表取締役副社長執行役員
2024年４月 当社代表取締役副社長執行役員兼ファクトリー・ソリューション事業

本部長
2025年２月 Suzumo International Corporation代表取締役社長（現任）
2025年４月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

■ 重要な兼職の状況
・Suzumo International Corporation代表取締役社長

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、2019年に当社の専務取締役に就任して以降、経営の監督を適切に行うと共
に、豊富な事業経験と幅広い知見に基づくリーダーシップにより、代表取締役社長と
して新中期経営計画を推進するなど、当社グループの継続的成長に貢献しており、今
後も更なる活躍が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候 補 者 番 号 3
こし の じゅん こ

越 野 純 子
生年月日
1969年9月8日生

再 任

所有する当社株式の数
0株

■ 略歴、当社における地位及び担当
1993年 4 月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行
1997年 1 月 フィデリティ投信株式会社運用部インベストメント・アナリスト
2002年 4 月 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー運用部イ

ンベストメント・アナリスト
2006年 2 月 ハルバディア・キャピタル・マネジメント東京駐在員事務所インベス

トメント・アナリスト
2012年 4 月 モリト株式会社執行役員経営企画部長
2015年10月 株式会社大塚家具経営企画室部長
2016年 4 月 株式会社ＪＶＣケンウッド企業戦略部事業開発部長兼経営企画部
2019年 4 月 同上執行役員経営企画部長
2020年 4 月 同上執行役員ＣＥＯ補佐
2020年 7 月 フロンティア・マネジメント株式会社カンパニー経営企画部門執行役

員経営企画部長
2021年 6 月 サクサホールディングス株式会社社外取締役
2022年 6 月 株式会社理経社外取締役（現任）
2024年 6 月 当社入社 取締役常務執行役員
2024年 6 月 関東電化工業株式会社社外取締役（現任）
2025年 4 月 当社取締役常務執行役員兼コーポレート本部長（現任）

■ 重要な兼職の状況
・株式会社理経社外取締役
・関東電化工業株式会社社外取締役

■ 取締役候補者とした理由
同氏は、金融機関等のアナリストとして活動し、また、上場企業において経営企画業
務に携わってきた経験から、資本・財務政策に関する豊富な経験や知見を有してお
り、当社グループにおいても資本・財務戦略の推進に貢献しており、今後も更なる活
躍が期待できることから、取締役候補者といたしました。
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候 補 者 番 号 4
たか はし まさ み

髙 橋 正 己
生年月日
1945年１月24日生

再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数
2,600株

■ 略歴、当社における地位及び担当
1968年４月 株式会社埼玉銀行（現株式会社りそな銀行）入行
1991年４月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）英国証券会社社長
1996年６月 株式会社あさひ銀行（現株式会社りそな銀行）取締役国際部長
2002年４月 トーヨーカネツ株式会社代表取締役副社長
2002年10月 トーヨーカネツソリューションズ株式会社代表取締役社長
2004年１月 株式会社ロイヤルメディカルクラブ代表取締役社長（現任）
2007年５月 株式会社エコス取締役
2015年６月 当社社外取締役（現任）
2024年 6 月 株式会社エコス顧問（現任）

■ 重要な兼職の状況
・株式会社ロイヤルメディカルクラブ代表取締役社長
・株式会社エコス顧問

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験と国内外の豊富なネ
ットワークを当社の経営に活かしていただいております。選任後も、このような観点
から従来の枠組みにとらわれない幅広い見識を当社経営に反映していただき、また、
当社の経営監督機能を更に強化するため尽力いただくことを期待しております。

候 補 者 番 号 5
たか はし あき お

髙 橋 昭 夫
生年月日
1956年３月15日生

再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数
4.000株

■ 略歴、当社における地位及び担当
1978年 ４月 大和証券株式会社入社
2009年 4 月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式会社）専務取締

役
2012年 ６月 株式会社大和証券グループ本社取締役兼執行役副社長
2015年 ４月 株式会社大和インベストメント・マネジメント代表取締役社長
2017年 ７月 バイオマス・フューエル株式会社社外取締役（現任）
2019年 ６月 当社社外取締役（現任）
2019年12月 株式会社ＭＴＧ社外取締役
2025年 3 月 小林製薬株式会社社外取締役(現任)

■ 重要な兼職の状況
・バイオマス・フューエル株式会社社外取締役
・小林製薬株式会社社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
証券会社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を当社の経
営に活かしていただいております。選任後も、このような観点からその専門的な知見
を当社経営に反映していただき、また、当社の経営監督機能を更に強化するため尽力
いただくことを期待しております。

2025年05月22日 04時30分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



13

候 補 者 番 号 6
ささ がわ とし や

笹 川 利 哉
生年月日
1966年12月12日生

新 任 社 外

所有する当社株式の数
0株

■ 略歴、当社における地位及び担当
1991年４月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほフィナンシャルグループ）

入行
2006年 4 月 日興アセットメントマネジメント株式会社経営企画部長兼国際事業開

発室長
2007年 4 月 日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社（現シティグループ・

キャピタル・パートナーズ）プリンシパル
2010年 8 月 英国SMBC日興キャピタル・マーケット会社事業開発部長
2012年 1 月 同社株式資本市場部長
2019年６月 同社社長室エグゼクティブディレクター
2022年 4 月 SMBC日興セキュリティーズ（香港）株式資本市場部長
2022年10月 きらぼしキャピタル株式会社マネージングパートナー
2023年12月 Mizuho Gulf Capital Partners Ltd. Senior Advisor（現任）

■ 重要な兼職の状況
・Mizuho Gulf Capital Partners Ltd. Senior Advisor

■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
金融機関、投資会社等、多岐にわたる業界での豊富な経営経験と幅広い見識を当社の
経営に活かしていただけるものと判断したためであります。選任後も、このような観
点からその専門的な知見を当社経営に反映していただき、また、当社の経営監督機能
を更に強化するため尽力いただくことを期待しております。

（注） 1. 笹川利哉氏は、当社の資本業務提携先であるMizuho Gulf Capital Partners Ltdの指名候補者であります。同氏と当社の
間には、上記を除き特別の利害関係はありません。

2. その他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 髙橋正己氏、髙橋昭夫氏及び笹川利哉氏は、社外取締役候補者であります。髙橋正己氏及び髙橋昭夫氏は、東京証券取引所

の定める独立役員として、同取引所に独立役員届出書を提出しております。
4. 髙橋正己氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって10年になります。
5. 髙橋昭夫氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年になります。
6. 当社と髙橋正己氏及び髙橋昭夫氏は、それぞれ会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任
限度額であります。両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、笹川利哉氏の選任が承認さ
れた場合、同氏とも当該契約を締結する予定であります。

7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案通
り承認され、各候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となり、また、2025年６月に保
険期間が満了した場合、当該保険契約を更新する予定です。
なお、当該保険契約の概要は、次の通りです。
填補の対象となる保険事故に関しては、株主や第三者等から損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が負担するこ
とになる損害賠償金・争訟費用等について填補することとされております。ただし、法令違反の行為であることを認識して
行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の保険会社の免責事由があります。保険料は、特約部分も含め
当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
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第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
１．提案の理由及びこれを相当とする理由

本議案は、当社の取締役（代表取締役会長及び社外取締役を除きます。以下、断りがない限
り、本議案において同じとします）及び委任型執行役員（以下「取締役等」といいます）に
対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-
Restricted Stock））」（以下「本制度」といいます）を導入することについて、ご承認をお
願いするものであります。
本議案は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等
が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること
で、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としている
こと、当社の指名・報酬委員会から、本制度の目的、中長期的な業績向上に向けたインセン
ティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の導入は相当であるとの答申を得ていること、本議案
を原案どおりご承認いただくことを条件に、変更することを予定している後掲の当社の取締
役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針とも合致していることから、本議案
の内容は相当であるものと考えております。
本議案は、2003年６月27日開催の第43回定時株主総会においてご承認をいただきました
取締役の報酬額（年額２億5,000万円以内。ただし、使用人分給与は含みません）とは別枠
として、本制度に基づく報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額の具体的な
算定方法及び具体的な内容についてのご承認をお願いするものです。なお、本制度の詳細に
つきましては、下記２．の枠内で、取締役会にご一任頂きたいと存じます。
なお、当社は、2021年６月29日開催の第61回定時株主総会において、2003年６月27日
開催の第43回定時株主総会においてご承認をいただきました取締役（代表取締役会長を含
みます）の報酬枠の範囲内で、当社取締役（社外取締役を除きます）に譲渡制限付株式を報
酬等として支給するための金銭報酬債権の総額を年額3,000万円以内とする旨及び当社取締
役（社外取締役を除きます）に割り当てる譲渡制限付株式の具体的な内容等についてご承認
いただき今日に至っておりますが、本議案の承認可決を条件として、当該決議に係る取締役
（社外取締役を除きます）の報酬枠を廃止し、今後新たな譲渡制限付株式の割当は行わない
ことといたします。ただし、既に取締役（社外取締役を除きます）に割当済の譲渡制限付株
式は、今後も存続します。
第４号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は２名となります。

２．本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容
（１）本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定
される信託を「本信託」といいます）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め
る役員株式給付規程に従って、当社株式が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬
制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期
とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給
付に先立ち、当社との間で下記３．のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。こ
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れにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任ま
での間、譲渡等による処分が制限されることとなります。

（２）本制度の対象者
取締役（代表取締役会長、社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします）及び委任
型執行役員

（３）信託期間
2025年９月（予定）から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特
定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式
の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します）

（４）信託金額
本議案をご承認いただくことを条件として、当社は、2026年３月末日で終了する事業年
度から2028年３月末日で終了する事業年度までの３事業年度（以下、当該３事業年度の
期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する経営
計画で数値目標を設定した各期間を、それぞれ「対象期間」といいます）及びその後の各
対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株式の給付を行うため、本信託
による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出いたします。
まず、当社は、本信託設定（2025年９月（予定））時に、当初対象期間に対応する必要資
金として見込まれる相当額の金銭を拠出し、本信託を設定します。本制度に基づき取締役
等に対して付与するポイントの上限数は、下記(６)のとおり、１事業年度当たり61,000
ポイントであるため、本信託設定時には、直前の東京証券取引所における当社普通株式の
普通取引の終値を考慮して、183,000株を上限として取得するために必要と合理的に見
込まれる資金を本信託に拠出いたします。なお、ご参考として、2025年５月12日の終値
2,038円を適用した場合、上記の必要資金は、約372百万円となります。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間
ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、
本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとしま
す。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前
までの各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締
役等に対する給付が未了であるものを除きます）及び金銭（以下「残存株式等」といいま
す）があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充
当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。
当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。
（注）当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報酬等の必要費用の

見込額を合わせた金額となります。
（５）本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数

本信託による当社株式の取得は、上記（４）により拠出された資金を原資として、取引所
市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとしま
す。
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なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記（６）のとおり、１事業年度当た
り61,000ポイントであるため、一例として、当初対象期間について本信託が取得する当
社株式数の上限は183,000株となります。本信託による当社株式の取得につき、その詳
細は、適時適切に開示いたします。

（６）取締役等に給付される当社株式の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘
案して定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりのポ
イント数の合計は、61,000ポイント（うち、取締役分として40,000ポイント）を上限と
します。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を
総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記（７）の当社株式の給付に際し、１ポイン
ト当たり当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後におい
て、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、
その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について
合理的な調整を行います）。
なお、取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式に係る議
決権数400個の発行済株式総数に係る議決権数129,600個（2025年３月31日現在）に対
する割合は約0.31％です。
下記（７）の当社株式の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、
下記（７）の受益権確定時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします（以下、
このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます）。

（７）当社株式の給付及び報酬等の額の具体的な算定方法
受益者要件を満たした取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として
上記（６）に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式
について、毎年一定の時期に本信託から給付を受けます。
なお、取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に
先立ち、当社との間で下記３．のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これに
より、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの
間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
また、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、株主総会において解任の決議をされ
た場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社
に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこと
とします。
取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント数
の合計に本信託の有する当社株式の１株当たりの帳簿価額を乗じた金額（ただし、当社株
式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等
に応じて合理的な調整を行います）を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに
従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算
した額とします。
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（８）議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しない
こととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使に
ついて、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

（９）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に
係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託
内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締役
等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。

（10）信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了
します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で
取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時におけ
る本信託の残余財産のうち、金銭については、上記（９）により取締役等に給付される金
銭を除いた残額が当社に給付されます。

３．取締役等に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要
取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、
当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約（以下「本譲渡制限契約」とい
います）を締結するものとします（取締役等は、本譲渡制限契約を締結することを条件とし
て、当社株式の給付を受けるものとします）。ただし、株式給付時点において取締役等が既
に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付することが
あります。

（１）譲渡制限の内容
取締役等は、当社株式の給付を受けた日から当社における役員たる地位の全てを退任する
日までの間、給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができ
ないこと

（２）当社による無償取得
一定の非違行為等があった場合や下記③の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合には、
当社が当該株式を無償で取得すること

（３）譲渡制限の解除
取締役等が、当社における役員たる地位の全てを正当な理由により退任し又は死亡により
退任した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること

（４）組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社の
株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生
日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること
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＜本制度の仕組み＞

【受益者】
取締役等のうち

受益者要件を満たす者⑦当社株式の給付

②金銭の信託

③株式取得

取締役等

①役員株式給付規程の制定

⑤ポイントの付与

受
給
権
取
得

【委託者】
当社

【受託者】
みずほ信託銀行

（再信託：日本カストディ銀行）

当社株式

信託管理人
議決権不行使

の指図

⑥
議
決
権
不
行
使

④譲渡制限契約締結
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なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担
保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証
券会社に対象となる取締役等が開設する専用口座で管理される予定です。
また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示及び通知の方法、本譲渡制限契約の改
定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。

① 当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定
します。

② 当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自

己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 取締役等は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役等の退任

までの間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む
譲渡制限契約を締結します。

⑤ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決

権を行使しないこととします。
⑦ 本信託は、毎年一定の時期に取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たし

た者（以下「受益者」といいます）に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた
当社株式を給付します。
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＜取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針＞
１．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固
定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（金銭報酬）及び業績連動報酬（株式報酬）により
構成するものとし、業績連動報酬（金銭報酬）及び業績連動報酬（株式報酬）は、各事業年
度の業績指標の評価を反映するものとする。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成するもの
とする。

２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期また
は条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の
業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

３．業績連動報酬（金銭報酬）に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬（金銭報酬）の額又
は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む）
当社の取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬（金銭報酬）は、事業年度ごとの業績向
上に対する意識を高めるため各事業年度の業績指標の評価を反映したものとする。各事業年
度の業績指標には、１次評価指数として営業利益及びROE（いずれも連結決算ベースの目標
値に対する達成度合い）、ならびに２次評価指数として当社国内売上高のうち自社製品以外
の売上高が占める比率の増加幅及び連結売上高のうち海外売上高が占める比率の増加幅（以
下本号及び次号において「業績達成度合い」という）を用いるものとし、業績達成度合いに
応じて算出された額を業績連動報酬（金銭報酬）として毎年、一定の時期に支給する。
なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、
適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

４．業績連動報酬（株式報酬）の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
業績連動報酬（株式報酬）は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明
確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と
共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
的として、取締役（代表取締役会長及び社外取締役を除く。以下、同じ）に対し、株式給付
信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））（以下「本制度」という）を
用いた株式報酬として、原則、毎年一定の時期に付与する。また、本制度は、以下の条件に
従うものとする。

（１）本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託（以下、本制度に基づき設
定される信託を「本信託」という）を通じて取得され、役員株式給付規程に従って、当社
株式が本信託を通じて取締役に対して給付される制度である。
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（２）取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき、役位、業績達成度合い等
を勘案して定まる数のポイントが付与される。取締役に付与される１事業年度当たりのポ
イント数の合計は、40,000ポイントを上限とする。取締役に付与されるポイントは、当
社株式の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株に換算される。
ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合
には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数ならびに換算比
率について合理的な調整を行う。

（３）所定の受益者要件を満たした取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則と
して、受益者確定時までに当該取締役に付与されたポイント数に応じた数の当社株式につ
いて、毎年一定の時期に本信託から給付を受ける。
なお、取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立
ち、当社との間で当該株式に係る譲渡制限契約を締結する。当該譲渡制限契約において、
取締役が、当社における役員たる地位の全てを正当な理由により退任し又は死亡により退
任した場合、当該時点において当該譲渡制限を解除することとする。
ポイントの付与を受けた取締役であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、
在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合または在任中に当社に損害
が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できない。

５．基本報酬の額、業績連動報酬（金銭報酬）の額又は業績連動報酬（株式報酬）の額の取締役
の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬の割合については、取締役のインセンティブが適切に機能する
ように、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて、指名・報
酬委員会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は指名・報酬委員会
の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報
酬等の内容を決定することとする。
なお、取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの比率は役位によって異なるが、役
位が上位であるほど基本報酬の比率は低下し、中期経営計画に定める目標値を達成した場合
の報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね以下のとおりとなる。
代表取締役会長

基本報酬：業績連動報酬（金銭報酬）：業績連動報酬（株式報酬）＝ 50:50:0
代表取締役社長執行役員

基本報酬：業績連動報酬（金銭報酬）：業績連動報酬（株式報酬）＝ 48:26:26
取締役常務執行役員

基本報酬：業績連動報酬（金銭報酬）：業績連動報酬（株式報酬）＝ 56:22:22
６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額は、代表取締役社長がその具体的内容の決定について取締役会より委任をう
けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬（金銭報酬）及び業
績連動報酬（株式報酬）の額（業績連動報酬（株式報酬）に関しては付与ポイント数）に係
る決定とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指
名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長
は、当該答申の内容に従って決定しなければならないものとする。

以 上
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1 当社グループの現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に足踏みが見られるものの、雇用・所得環境の改
善やインバウンド需要の高まりによって景気は緩やかな回復基調にあります。一方で、欧米を
中心とした金融引締めや中国経済の先行き懸念などによる海外景気の下振れリスク、米国での
関税政策の動向、原材料・エネルギー価格をはじめとした物価上昇、中東地域での情勢不安な
ど依然として先行き不透明な状況が続いております。このような環境の下、当連結会計年度
は、外食・小売業における機械化や省人化の動きは引き続き継続しており、製品需要は堅調に
推移しました。なお、2024年4月より製品および部品の価格改定を実施しており、国内は納
品分、海外は受注分より改定を行っております。
国内は、原材料価格やエネルギー価格の高騰により、外食・小売業にとっては厳しい事業環境
が続いております。前第4四半期連結会計期間においては価格改定前の駆け込み特需がありま
したが、当第4四半期連結会計期間ではコメの価格高騰による事業者の設備投資計画の中止や
延期等への影響があったものの、年間を通じて外食需要の回復継続、インバウンド需要の拡
大、人手不足を背景とした省人化の動きは継続し、製品需要は堅調に推移しました。製品・業
態別では、寿司ロボットはスーパーマーケットからの新規出店に伴う製品需要が堅調に推移し
たものの、大手回転寿司チェーンからの入替需要が一巡した影響により売上高は減少しまし
た。一方、ご飯盛付けロボット（Fuwarica）はレストラン・食堂業態における大手チェーン
店を中心とした入替需要や新規出店に伴う製品需要が増加しました。加えて、価格改定の効果
も寄与し、国内売上高は前連結会計年度を上回りました。
海外は、インフレや金融引き締め、ウクライナ情勢や中東地域での地政学リスクの長期化など
を背景に不透明な状況は継続しているものの、外食・小売業における日系企業の海外進出の増
加、人手不足の深刻化や人件費の高騰による省人化の動きの継続、日本食の普及拡大により、
製品需要が拡大しました。地域別では、東アジアは、モンゴル市場での米飯食の拡大に伴う食
品工場向け大型機の販売が増加したものの、中国景気の低迷を背景に事業者の設備投資計画の
中止や延期等への影響により、売上高は前連結会計年度を下回りました。東南アジアにおいて
も中国景気の影響はあったものの、日系企業を中心に製品需要が増加し、概ね前連結会計年度
並みで推移しました。一方、北米は、日本食の普及や日系企業の進出が加速し、機械化や省人
化の動きも高い水準で推移しており、第3四半期連結会計期間より大手スーパーマーケットチ
ェーンでの店内調理向けに寿司ロボットの導入が開始されたことや、当第4四半期連結会計期
間よりおにぎり市場の拡大に伴う大手テイクアウトチェーンへのおにぎり成型機の導入なども
寄与し、製品需要は拡大しました。欧州は、ウクライナ情勢によるエネルギー価格高騰や供給
懸念に伴う事業者への影響は継続しているものの、前連結会計年度より取り組んでいる現地事
業者への需要の掘り起こしや販売店支援活動等の効果により、製品需要は回復基調で推移しま
した。加えて、国内と同様に価格改定の効果も寄与し、海外売上高は前連結会計年度を上回り
ました。
この結果、当連結会計年度の売上高は、155億68百万円（前連結会計年度比7.3％増）と前連
結会計年度を上回る結果となりました。国内・海外別の売上高の内訳は、国内売上高が106億
5百万円（同3.4％増）、海外売上高が49億62百万円（同16.6％増）となりました。
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経常利益

第64期 第65期

百万円

営業利益

第64期 第65期

百万円

親会社株主に帰属する当期
純利益 百万円

第64期 第65期

売上高

第64期 第65期

百万円

1,498 1,1401,47514,514 1,947 1,4621,89015,568
1,9471,890 1,46215,568

％海外

68.1％国内

31.9
■北米
14.2％

■アジア
10.1％

■欧州
5.3％

■オセアニア
1.8％

■その他
0.5％
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連結業績の概要

当連結会計年度の国内海外別売上高
前連結会計年度

（自
至

2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

当連結会計年度
（自
至

2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日
日）

増減額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％
国内 10,257 10,605 347 3.4

海外 4,257 4,962 705 16.6

合計 14,514 15,568 1,053 7.3

地域別売上高構成比

利益面につきましては、米国の関税政策への対応として、米国子会社での現地在庫積み増しおよ
び円安による為替影響も相まって棚卸資産に係る未実現利益消去額が増加したものの、売上高の
増加や価格改定の効果により、売上総利益は78億64百万円（同14.7%増）と前連結会計年度を
上回りました。営業利益は、事業拡大に伴うベースアップの実施や人員採用による人件費や支払
手数料、今後の新製品や新事業に係る研究開発費、海外の売上増に伴う荷造運送費、海外市場の
需要取り込みに向けた市場調査や現地事業者へのアプローチ強化に伴う活動費、当社Webサイ
トのリニューアル等による広告宣伝費、前連結会計年度に実施した基幹システムの入替等による
償却費、円安による海外子会社のコストの増加を中心に販売費及び一般管理費が増加したもの
の、売上総利益の増加により、18億90百万円（同28.1%増）と前連結会計年度を上回りました。
経常利益は、19億47百万円（同30.0％増）と前連結会計年度を上回りました。
親会社株主に帰属する当期純利益は、連結子会社の株式会社日本システムプロジェクトの一部事
業を第1四半期連結会計期間に売却したことに伴う事業譲渡益25百万円を特別利益に計上し、14
億62百万円（同28.2%増）と前連結会計年度を上回りました。
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資は、総額1,466百万円（建設仮勘定を含む。）であります。
その主なものは、新工場の建設費用1,086百万円（建設仮勘定）、製品の金型の投資101百万
円であります。

（3）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

（4）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分
第62期

（2022年３月期）
第63期

（2023年３月期）
第64期

（2024年３月期）
第65期

（2025年３月期）
売 上 高（千円） 11,565,869 13,456,190 14,514,840 15,568,092

経 常 利 益（千円） 1,543,782 1,139,611 1,498,256 1,947,602
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （千 円） 1,070,143 825,917 1,140,819 1,462,998

１株当たり当期純利益 82円96銭 63円93銭 88円23銭 113円09銭

総 資 産（千円） 16,416,053 17,033,012 18,201,806 19,471,890

純 資 産（千円） 13,254,066 13,716,179 14,580,807 15,969,038
（注） 当社は、2022年8月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。1株当たり

当期純利益につきましては、当該株式分割が第62期の期首時点で行われていたと仮定して算定しており
ます。

（5）中長期的な会社の経営戦略と事業上及び財務上の対処すべき課題
当社グループは、2021年3月期を初年度とする5ヵ年の中期経営計画「Growth 2025」を策
定し、事業成長と社会的価値向上による企業価値の最大化を図るために、「既存マーケットの
拡大と深耕を推進する」「新たな成長分野・事業を構築する」「事業の成長に資する投資を積極
的に実行する」の３点を対処すべき重要課題と定め、一定の成長と改革を実現してまいりまし
た。
2026年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画「Next 2028」では、「真のグローバル
企業体制の構築」「付加価値創造型企業への進化」「サステナブルな成長を実現する企業基盤の
構築」の３点を基本方針として、以下の施策に取り組んでまいります。
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① 成長戦略
・海外戦略
寿司、おむすびなどの日本食は世界レベルで認知度が高まっており、日本食レストランも
拡大し続けております。また、日系企業の海外進出についても、アジア圏に加えて今後は
北米や欧州への進出が加速していき、本格的な市場拡大が見込まれます。そうした市場拡
大に対応した事業基盤を構築し、北米を中心とした海外事業の成長を図ります。

重点取り組み

● グローバル大手スーパーマーケット・外食への拡販
● 販売店体制の強化・見直し
● 海外進出を志向する日系企業のサポートの強化
● 海外ブランディングの推進
● 大型米飯加工機械の強化

・国内戦略
当社が市場シェアの約80%を占める寿司ロボットのマーケットは、成熟期を迎えておりま
す。このマーケットに続き未導入の業態や店舗が多く存在するご飯盛付けロボット
Fuwaricaのマーケット拡大を推進します。また、顧客の事業課題解決を推進するため
に、米飯加工機械以外の提案製品やサービスラインナップを拡充し、案件あたりの付加価
値提供面積を拡大してまいります。

重点取り組み
● ご飯盛付けロボットFuwaricaの市場拡大
● 米飯加工機械以外の提案製品やサービスラインナップを拡大し、

顧客の事業課題解決を推進

・開発戦略
「単体製品の高付加価値化」「製品連携による高付加価値化」「システムの活用」の３つの
テーマを柱に、国内外の外部企業と連携し、高度化する省人省力化・店舗拡大の課題に対
応した開発を強化します。

・生産戦略
主力の小型機をメインに生産する新工場において、今までの「セル生産方式×製番方式」
から「ライン生産方式×MRP方式」へと変更することで、旺盛な需要に対応するための生
産能力の向上と生産性の改善に伴う原価低減に取り組んでまいります。
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② 資本・財務戦略
事業を成長させるための新製品・新事業投資、設備投資、無形資産投資を積極的に推進
し、企業価値の最大化を図ります。

新製品・新事業投資 ● 外部との共創を積極的に進めるM&A、アライアンス等の投資

設備投資
● 新製品開発に伴う金型投資
● 売上規模拡大に伴う生産および販売能力の拡張への投資
● 生産性の向上を進めるためのITシステム投資

無形資産投資 ● 事業競争力を向上させる人材、ブランド、研究開発、知的財産への投資

増配および総還元性向（配当金・自己株式取得）30％以上を基本方針とし、中間配当と
期末配当の年２回の株主還元を行い、機関投資家および個人投資家向けIRの積極的な推進
と国内外への情報開示を強化してまいります。

株主還元
● 増配
● 総還元性向（配当金・自己株式取得） 30％以上
● 配当回数 年２回（中間配当及び期末配当）

資本市場との対話 ● 機関投資家および個人投資家IRの積極的推進
● 情報開示の強化

株式インセンティブ
● 全グループ従業員（国内）を対象とした「株式給付信託（J-ESOP）」の

導入
● 当社役員を対象とした「業績連動型株式報酬制度（株式給付信託（BBT-

RS））」の導入
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（6）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 子会社の状況

会 社 名 所 在 地 資 本 金 出資比率 主要な事業内容
株式会社日本システムプロ
ジェクト 東京都中野区 百万円

50 100％ 飲食サービス業向けシステ
ム開発及び販売

株式会社セハージャパン 東京都千代田区 百万円
30 100％ アルコール系洗浄剤・除菌

剤の製造及び販売
Suzumo International
Corporation

米国
カリフォルニア州

千ＵＳ＄
475 100％ 当社製品の販売

Suzumo Singapore
Corporation Pte．Ltd．

シンガポール
タゴール

千Ｓ＄
500 85％ 当社製品の販売

（注）当社は、2025年2月19日開催の取締役会において、2025年9月1日を効力発生日として、当社の完全子会
社である株式会社日本システムプロジェクトを吸収合併することを決議しております。

（7）主要な事業内容
当社グループは、寿司ロボット、ご飯盛付けロボット及びアルコール製剤等の製造及び販売、ＰＯＳシス
テムやセルフオーダーシステムの開発及び販売、配膳ロボットの販売等を行っております。

（8）主要な営業所及び工場
当社
本社 東京都中野区 仙台営業所 宮城県仙台市
東京事業所 東京都練馬区 名古屋営業所 愛知県名古屋市
川島テックプラント 埼玉県比企郡 大阪営業所 大阪府箕面市
和光サービスセンター 埼玉県和光市 広島営業所 広島県広島市
札幌営業所 北海道札幌市 九州営業所 福岡県福岡市

（9）従業員の状況
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

494名 9名増
（注） 当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。

（10）主要な借入先
該当事項はありません。

（11）その他当社グループの現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2 会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 32,000,000株
（2）発行済株式の総数 12,960,000株
（3）株主数 8,112名

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

GULF JAPAN 1 1,797,000株 13.88％
鈴木 美奈子 1,626,000株 12.56％
鈴木 映子 1,626,000株 12.56％
合同会社アン・コーポレーション 1,237,480株 9.56％
鈴茂器工取引先持株会 629,580株 4.86％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 594,400株 4.59％
立花証券株式会社 268,200株 2.07％
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT
ACCOUNT 239,400株 1.85％

岩本 庄司 205,000株 1.58％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 192,400株 1.48％
（注） 持株比率は、自己株式（20,609株）を控除して計算しております。

（5）当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況
株式の種類及び数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く） 当社普通株5,900株 １名
（注）1. 当事業年度中に交付した株式の内容は、一定の譲渡制限期間内及び当社による無償取得事由等の定め

に服する当社普通株式（譲渡制限付株式）です。
2. 上記の株式の数は、2024年7月時点のものです。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役

2025年3月31日現在
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 鈴 木 美奈子 社長執行役員
合同会社アン・コーポレーション代表社員

代表取締役 谷 口 徹
副社長執行役員兼ファクトリー・ソリューション事業
本部長
Suzumo International Corporation代表取締役社長

取締役 越 野 純 子
常務執行役員
株式会社理経社外取締役
関東電化工業株式会社社外取締役

取締役 髙 橋 正 己 株式会社ロイヤルメディカルクラブ代表取締役社長
株式会社エコス顧問

取締役 髙 橋 昭 夫 バイオマス・フューエル株式会社社外取締役
小林製薬株式会社社外取締役

取締役 橋 本 泰 合同会社ブリッジパートナーズ代表社員

常勤監査役 河 野 淳

監査役 村 井 淳 也 村井法律会計事務所代表 弁護士、公認会計士

監査役 中 島 敬 方 学校法人ミスパリ学園ビューティ＆ウェルネス専門職
大学教授

（注）1. 2024年6月22日開催の第64回定時株主総会において、越野純子氏が取締役に、新たに選任され就
任いたしました。

2. 取締役髙橋正己氏、髙橋昭夫氏及び橋本泰氏は、社外取締役であります。また、髙橋正己氏及び髙
橋昭夫氏は東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に独立役員届出書を提出しておりま
す。

3. 監査役村井淳也氏及び中島敬方氏は、社外監査役であります。また、村井淳也氏及び中島敬方氏は
東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に独立役員届出書を提出しております。

4. 監査役村井淳也氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法律、財務及び会計に関する相
当程度の知見を有しております。

5. 重要な兼職先である法人等と当社との関係
①取締役髙橋正己氏の兼職先である株式会社ロイヤルメディカルクラブ及び株式会社エコスと当社
との間には特別の関係はありません。

②取締役髙橋昭夫氏の兼職先であるバイオマス・フューエル株式会社及び小林製薬株式会社と当社
との間には特別の関係はありません。

③取締役橋本泰氏の兼職先である合同会社ブリッジパートナーズと当社との間には特別の関係はあ
りません。
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④監査役村井淳也氏の兼職先である村井法律会計事務所と当社の間には特別の関係はありません。
⑤監査役中島敬方氏の兼職先である学校法人ミスパリ学園ビューティ＆ウェルネス専門職大学と当
社の間には特別の関係はありません。

６. 当事業年度末日後の取締役の地位、担当及び重要な兼職の状況の変更は以下の通りであります。
2025年4月1日現在

氏 名 変 更 後 変 更 前

鈴 木 美奈子 代表取締役会長
合同会社アン・コーポレーション代表社員

代表取締役社長執行役員
合同会社アン・コーポレーション代表社員

谷 口 徹 代表取締役社長執行役員
Suzumo International Corporation代表取締役社長

代表取締役副社長執行役員
兼ファクトリー・ソリューション事業本部長
Suzumo International Corporation代表取締役社長

越 野 純 子
取締役常務執行役員兼コーポレート本部長
株式会社理経社外取締役
関東電化工業株式会社社外取締役

取締役常務執行役員
株式会社理経社外取締役
関東電化工業株式会社社外取締役

（2）当事業年度中の取締役及び監査役の異動
上記(1)(注)1、記載の通りであります。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役・監査役・執行役員、当社の
国内子会社の取締役・監査役・執行役員、当社の海外子会社の取締役・監査役・執行役員のう
ち、当社又は当社国内子会社に籍をおく者、及び当社又は当社国内子会社の役員と当社海外子
会社の役員を兼務している者が対象となります。被保険者は保険料を負担しておりません。当
該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及
び損害賠償金等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令
違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とな
らないなど、一定の免責事由があります。
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（4）取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支給人数
報酬等の種類別の額

計
基本報酬

業績連動報酬
金銭報酬 株式報酬

取締役
（うち社外取締役）

６名
（３名）

123百万円
（19百万円）

54百万円
（−）

16百万円
（−）

194百万円
（19百万円）

監査役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

19百万円
（9百万円）

−
（−）

−
（−）

19百万円
（9百万円）

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 上記業績連動報酬（金銭報酬）の内容は、3.(6)取締役の個人別の報酬等に関する決定方針の④に記

載の通りです。
3. 上記業績連動報酬（株式報酬）の内容は、3.(6)取締役の個人別の報酬等に関する決定方針の⑤に記

載の通りです。なお、当事業年度における譲渡制限付株式の交付状況は、「2.(5)当事業年度中に当社
役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況」に記載しております。

①対象取締役に対して付与する譲渡制限付株式の上限数及び上限額
当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます）に対して譲渡制限付株式の付
与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額3,000万円以内とし、各対象取締役への具体的な配
分については、取締役会において決定することといたします。対象取締役は、当該取締役会決議に
基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行
又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年32,000株
以内（ただし、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）又は株式併合が
行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要
な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する）とし、その１株当たりの払込金額
は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に
有利とならない範囲において取締役会にて決定します。

②譲渡制限付株式割当契約の概要
当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含
む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます）を締結するものとします。
ア 譲渡制限の内容

対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のい
ずれの地位も喪失する日までの間（以下「譲渡制限期間」といいます）、本割当契約により割当て
を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」といいます）について、譲渡、担保権の設定その
他の処分をしてはならないものとします（以下「譲渡制限」といいます）。

イ 譲渡制限付株式の無償取得
対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」といいます）が満了す
る前に上記アのいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場
合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
また、当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、下記ウの定めに基づき譲渡制限が解除さ
れていない本割当株式を当然に無償で取得するものとします。
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ウ 譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定め
る地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点を
もって譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、上記イに定める当社の取締役会が正当と
認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記アに定めるいずれの地位も喪失した場合に
は、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
調整するものとします。

エ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換
契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再
編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認さ
れた場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組
織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。
この場合において、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除され
ていない本割当株式を当然に無償で取得します。

４．上記業績連動報酬の算定に用いた業績指標の実績は、当連結会計年度の当社グループ売上高15,568
百万円、営業利益1,890百万円、営業利益率12.1％、ＲＯＥ9.6％であります。

（5）取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社取締役の金銭報酬の額は、2003年６月27日開催の第43期定時株主総会において年額２
億5,000万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該
定時株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。
また、2021年６月29日開催の第61期定時株主総会において、上記当社取締役の金銭報酬年
額２億5,000万円の範囲内で、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬等として
支給する金銭報酬債権年額を3,000万円以内とする旨決議しております。当該定時株主総会終
結時点の社外取締役を除く取締役の員数は２名です。
当社監査役の金銭報酬の額は、2000年６月28日開催の第40期定時株主総会において年額
3,000万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

（6）取締役の個人別の報酬等に関する決定方針
①取締役の個人別の報酬等に関する決定方針の決定の方法
2021年２月10日開催の取締役会決議により決定し、その後、2021年６月29日、2022年
３月23日及び2023年５月19日の取締役会決議により一部変更しております。
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②基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能す
るよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏
まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固
定報酬としての基本報酬、業績連動報酬（金銭報酬）及び業績連動報酬（株式報酬）により
構成するものとし、業績連動報酬（金銭報酬）及び業績連動報酬（株式報酬）は、各事業年
度の業績指標と個人別の評価を反映するものとする。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成するもの
とする。

③基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は
条件の決定に関する方針を含む）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の
業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

④業績連動報酬（金銭報酬）に係る業績指標の内容及び当該業績連動報酬（金銭報酬）の額又
は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含
む）
当社の取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬（金銭報酬）は、事業年度ごとの業績向
上に対する意識を高めるため各事業年度の業績指標と個人別の評価を反映したものとする。
各事業年度の業績指標には、売上高、営業利益、営業利益率及びROE（いずれも連結決算ベ
ースの目標値に対する達成度合い（以下本号及び次号において「業績達成度合」いという））
を用いるものとし、業績達成度合いと個人別評価結果に応じて算出された額を業績連動報酬
（金銭報酬）として毎年、一定の時期に支給する。
なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、
適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

⑤業績連動報酬（株式報酬）の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与
える時期又は条件の決定に関する方針を含む）
業績連動報酬（株式報酬）は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると
共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役（代表取締役社長及
び社外取締役を除く。以下、本号において同じ）に対し、譲渡制限期間を譲渡制限付株式の
交付日から取締役その他当社取締役会の定める地位のいずれの地位も喪失する日までとする
譲渡制限付株式を用いた株式報酬として、原則、毎年一定の時期に付与する。また、当該譲
渡制限付株式の決定については、以下の条件に従うものとする。
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ア 各取締役に付与する株式の個数は、業績達成度合いと個人別評価結果に応じて算出され
た金額を付与時における株価で除して算出した数を踏まえて決定する。

イ 譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、年額3,000万円以内と
し、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額とする。

ウ 譲渡制限付株式として発行又は処分される当社株式の数は、年32,000株以内（ただし、
当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）又は株式併合が行わ
れた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整
が必要な事由が生じた場合には、当該総数は合理的な範囲で調整される）とし、その
１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
る当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引
日の終値）を基礎として、取締役に特に有利とならない金額とする。

⑥基本報酬の額、業績連動報酬（金銭報酬）の額又は業績連動報酬（株式報酬）の額の取締役
の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の種類別の報酬の割合については、取締役のインセンティブが適切に機能する
ように、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて、指名・報
酬委員会において検討を行う。取締役会の委任を受けた代表取締役社長は指名・報酬委員会
の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報
酬等の内容を決定することとする。
なお、取締役（社外取締役を除く）の報酬等の種類ごとの比率は役位によって異なるが、役
位が上位であるほど基本報酬の比率は低下し、中期経営計画に定める目標値を達成した場合
の報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね以下の通りとなる。
代表取締役社長執行役員
基本報酬：業績連動報酬（金銭報酬）：業績連動報酬（株式報酬）＝50:50:0

取締役副社長執行役員
基本報酬：業績連動報酬（金銭報酬）：業績連動報酬（株式報酬）＝56:22:22

⑦取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額は、代表取締役社長がその具体的内容の決定について取締役会より委任をう
けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬（金銭報酬）及び業
績連動報酬（株式報酬）の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切
に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得るものとし、上記の委任を
受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に従って決定しなければならないものとする。

⑧当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会
が判断した理由
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取締役会からの委任をうけた代表取締役社長執行役員の鈴木美奈子が取締役の個人別の報酬
額の具体的内容を決定しており、当該権限を取締役会が委任した理由は、業務全般を把握し
ている代表取締役社長執行役員に委任することが合理的であると考えられるからでありま
す。
代表取締役社長執行役員は、上記取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づいて、取締役の
役位、職責、在任年数、当社の実績、従業員給与の水準を踏まえて当該事業年度に係る取締
役の個人別報酬額を決定しており、取締役会は、当該決定内容は取締役の個人別の報酬等の
決定方針に沿うものであると判断しております。

（7）社外役員に関する事項
①社外取締役の当事業年度における主な活動状況
ア 取締役会への出席状況については、当事業年度開催の取締役会全16回のうち、取締役

髙橋正己氏及び取締役髙橋昭夫氏は全回出席し、取締役橋本泰氏は14回出席となって
おります。

イ 取締役会における発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要については、
髙橋正己氏は、金融・物流・建設・流通・医療等の幅広い分野における経営経験等を活
かし、取締役会をはじめ適宜、必要な助言・提言を行いました。髙橋昭夫氏は、証券会
社、投資会社等多岐にわたる業界での豊富な経営経験等を活かし、取締役会をはじめ適
宜、必要な助言・提言を行いました。また、橋本泰氏は、金融機関、投資会社等多岐に
わたる業界での豊富な経営経験等を活かし、取締役会をはじめ適宜、必要な助言・提言
を行いました。

②社外監査役の当事業年度における主な活動状況
ア 取締役会への出席状況については、当事業年度開催の取締役会全16回のうち、監査役村

井淳也氏及び監査役中島敬方氏共に全回出席となっております。また、監査役会の出席
状況については、当事業年度開催の監査役会全14回のうち、監査役村井淳也氏及び監査
役中島敬方氏共に全回出席となっております。

イ 取締役会及び監査役会における発言状況については、業務監査等の観点からそれぞれ必
要な発言を適宜行っております。

③責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条
第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
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4 会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人
（2）報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22百万円
② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

22百万円
（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商

品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないこ
とから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根
拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

（3）子会社の監査の状況
当社子会社のSuzumo International Corporationは、Hotta Liesenberg Saito LLPの監査
を受けております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理
由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、会計監査人としての適格
性、独立性、信頼性が確保できないと認められる場合、その他必要があると判断した場合に
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。

（5）会計監査人が過去2年間に受けている業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付けで発表した処分の内容
①処分対象
太陽有限責任監査法人

②処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月（2024年1月1日から同年3月31日まで。ただ
し、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したこと
に伴う契約の新規締結を除く）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
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・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部（監査業
務に係る審査）に関与することの禁止3ヶ月（2024年1月1日から同年3月31日まで）

③処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の
注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。

5 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要
（1）業務の適正を確保するための体制

当社取締役会において決議した「内部統制システム構築の基本方針」は、次の通りでありま
す。
① 当社及び当社企業グループ会社（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の

職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、継続的な発展を追求し『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々
へ』をビジョンとして掲げ、社是（誠実、情熱、創造）に則った行動規範を社訓として制
定し、当社代表取締役がその精神を全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と
社会倫理の遵守を企業活動の原点としている。
当社グループの取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるよ
うに、それぞれの立場で自らの問題としてとらえ業務運営にあたっている。統括的な組織
としては、当社社長直轄の監査室が法令・定款に適合しているかを内部監査を行うことに
より確認すると共に、重要な事項については、顧問弁護士や会計監査人に指導・助言を得
て取り組めるような専管組織として位置付けられている。
当社グループは、反社会的勢力との関係については、これを一切持たず、不当な要求には
毅然とした対応をとることにしている。
また、当社は当社グループの取締役及び使用人等がコンプライアンス上、疑義ある行為が
あったとの情報があれば、顧問弁護士による通報窓口を通じ、コンプライアンス委員会が
適正な対応をとることにしている。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応
じて適切・確実に閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理することとしている。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは「情報セキュリティー」や「品質リスク」を未然に防ぐと共に軽減する危
機管理組織を設置している。情報セキュリティーについては管理部門が情報セキュリティ
ーポリシーに基づいて情報の収集と取扱いの管理を徹底している。また、生産部門におい
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ては、ISO9001の品質マネジメントシステムを中心として適正な品質と品質の改善がで
きる品質保証体制の更なる充実と従業員の環境・安全に取り組んでいく組織として「安全
衛生委員会」が設けてある。
不測事態が発生した場合には、社長指揮下の「緊急対策本部」を設けて情報収集と社内外
への情報開示を行うと共に、原因の究明と再発防止策に努めることとする。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役及び監査役の役員構成であり、それぞれ高い見識、専門知識、経験をもっ
て職務遂行に努めている。定例の取締役会は毎月１回開催し重要な事項の決定並びに取締
役の業務執行報告を実施している。また、適宜必要かつ重要な事項については臨時の取締
役会を開催している。また、取締役会には全ての監査役が出席し業務監査機能の強化を図
っている。
業務の運営については、将来の事業環境の変化を踏まえ中期経営計画及び各年度予算計画
を立案し、具体的な施策を実施している。
なお、組織的には「経営会議」、「営業会議」、「開発会議」などを通して業務の効率的推進
を図っている。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当社グループの内部統制に関する担当部署として監査室が位置付けされている。
経営については、グループ会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案
件の協議を適宜に行うこととしている。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監査役の業務補助の
ための監査役スタッフを置くこととする。なお、補助すべき期間は、当該使用人への指揮
権は監査役に委譲されたものとし、人事異動及び人事評価は、監査役会の同意を得なけれ
ばならないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及
び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事
実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告することとし、監査役
に当該報告を行った者が報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けないこととす
る。また、監査役は取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握す
るため、取締役会や重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書や業務遂行に関する重要
な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることとする。なお、
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監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けると共に、情報の交換
を行うなど連携を図っている。
また、監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたと
きは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
又は債務を処理する。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、当社グループの財務の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制
報告書の適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能す
ることを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及
びその他関係法令等の適合性を確保する体制の整備を行うこととしている。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 当社グループの取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための

体制
当社グループは、継続的な発展を追求し『食の「おいしい」や「温かい」を世界の人々
へ』をビジョンとして掲げ、社是（誠実、情熱、創造）に則った行動規範を社訓として制
定し、当社代表取締役がその精神を全使用人に対して各種会議や朝礼等を通じて伝達する
ことにより、法令並びに社会倫理を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
それに伴い、法令・定款を遵守し統制のとれた行動ができているかを内部監査により確認
し、適切な業務運営にあたっております。
また、当社グループでは、反社会的勢力との関係遮断について、「反社会的勢力対応規程」
により、反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事
項を定めると共に、基本契約書への反社会的勢力排除条項の記載、警察や弁護士等の外部
専門機関との緊密な連携等、関係を遮断する体制を構築しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る情報については、
「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切・確実に保存・管理しております。

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループにおける「情報セキュリティー」については、管理部門が情報セキュリティ
ーポリシーに基づいて情報の収集と取扱いの管理を徹底しております。「品質リスク」に
ついては、生産部門がISO9001の品質マネジメントシステムを中心として、品質保証体
制の更なる充実に取り組んでおります。また、毎月開催の安全衛生委員会において、従業
員の環境・安全に関する取り組みを実施しております。
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④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
社外取締役３名を含む取締役６名は、取締役会規則に基づき、原則月１回開催（当事業年
度は16回開催）される取締役会に出席し、経営環境の変化に迅速な意思決定ができるよ
う努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、各取
締役の業務執行報告を行っております。
業務の運営については、毎月開催の経営会議、開発会議、営業会議などを通して効率的推
進を図っております。

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、グループ会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件の協議
を適宜に行うことにより、子会社の経営管理を実施しております。経営企画部主催によ
り、毎月開催している経営報告会等において、子会社役員から月次業績や経営計画の進捗
状況及び業務執行状況等について報告を受け、情報の共有化を図ると共に重要案件の協議
を行っております。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関す
る事項
当社では、当期において監査役から監査役スタッフを置く必要があるとの申し出は受けて
おりませんが、必要に応じて監査役の業務補助のための監査役スタッフを置くこととして
おります。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及
び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
社外監査役２名を含む監査役３名は、監査役会が決定した監査計画、監査業務の分担等に
基づき、取締役の職務の執行を監査しております。また、取締役会、経営会議、営業会議
その他の重要な会議への出席、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧を通じて、当社グループ
の経営状況を監視しております。更には、会計監査人等との間で定期的に情報交換等を行
い、取締役及び使用人等から定期的な報告を受け、内部統制システムの構築及び運用状況
の確認をしております。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法等に基づく内部統制システムを整備・
運用しております。年１回の内部監査を実施することで内部統制の有効性及び適正性の評
価・検証を行い、その結果について担当役員及び代表取締役に報告の上、内部統制報告書
を提出しております。

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告に記載の数字は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表
（単位：千円）

科目 当期
（2025年３月31日現在）

（ご参考）
前期

（2024年３月31日現在）
（資産の部）

流動資産 10,841,277 10,692,674

現金及び預金 5,597,109 6,017,416

受取手形及び売掛金 1,537,216 1,542,113

電子記録債権 501,823 311,653

棚卸資産 2,819,411 2,562,521

その他 385,716 267,105

貸倒引当金 − △8,136

固定資産 8,630,612 7,509,132

有形固定資産 7,028,002 5,984,965

建物及び構築物 1,907,135 2,001,638

機械装置及び運搬具 80,512 80,483

工具器具備品 354,921 327,011

土地 3,522,922 3,522,922

建設仮勘定 1,094,977 5,590

その他 67,533 47,319

無形固定資産 518,477 539,098

ソフトウェア 473,480 532,713

その他 44,997 6,385

投資その他の資産 1,084,132 985,067

投資有価証券 47,229 47,349

繰延税金資産 760,210 673,244

その他 284,371 272,153

貸倒引当金 △7,680 △7,680

資産合計 19,471,890 18,201,806

科目 当期
（2025年３月31日現在）

（ご参考）
前期

（2024年３月31日現在）
（負債の部）

流動負債 2,007,907 2,006,935
買掛金 504,535 571,231
1年内返済予定の長期借入金 50,968 56,109
未払金 317,222 296,973
未払費用 111,077 208,482
未払法人税等 377,075 289,024
未払消費税等 29,564 113,106
賞与引当金 240,603 221,888
その他 376,859 250,118

固定負債 1,494,943 1,614,063
長期借入金 102,892 153,860
退職給付に係る負債 1,119,801 1,208,389
繰延税金負債 463 −
役員退職慰労引当金 4,560 3,720
資産除去債務 151,645 150,315
その他 115,581 97,778

負債合計 3,502,851 3,620,998

純資産の部
株主資本 15,423,560 14,356,242
資本金 1,154,418 1,154,418
資本剰余金 1,013,545 1,001,696
利益剰余金 13,265,188 12,216,103
自己株式 △9,592 △15,975

その他の包括利益累計額 505,602 189,750
為替換算調整勘定 461,003 269,954
退職給付に係る調整累計額 44,599 △80,204

非支配株主持分 39,875 34,814
純資産合計 15,969,038 14,580,807

負債・純資産合計 19,471,890 18,201,806
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連結損益計算書
（単位：千円）

科目 当期

（2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（ご参考）
前期

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

売上高 15,568,092 14,514,840
売上原価 7,703,970 7,659,538

売上総利益 7,864,122 6,855,301
販売費及び一般管理費 5,974,012 5,380,020

営業利益 1,890,109 1,475,280
営業外収益 67,888 28,748

受取利息及び配当金 4,339 2,422
為替差益 24,771 1,934
持分法による投資利益 27,572 9,899
保険解約返戻金 − 8,000
その他 11,204 6,491

営業外費用 10,395 5,772
支払利息 5,357 3,529
営業補償金 4,724 −
譲渡制限付株式関連費用 285 1,319
その他 28 923
経常利益 1,947,602 1,498,256

特別利益 25,873 75,603
固定資産売却益 − 75,603
事業譲渡益 25,869 −
その他 4 −

特別損失 3,311 28,862
固定資産除却損 805 218
減損損失 2,460 28,644
その他 45 −

税金等調整前当期純利益 1,970,164 1,544,997
法人税、住民税及び事業税 643,366 470,701
法人税等調整額 △140,755 △73,829

法人税等合計 502,611 396,872
当期純利益 1,467,553 1,148,125
非支配株主に帰属する当期純利益 4,554 7,306
親会社株主に帰属する当期純利益 1,462,998 1,140,819
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連結株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
４
３
月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

残高及び変動事由
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 1,154,418 1,001,696 12,216,103 △15,975 14,356,242
当期変動額
剰余金の配当 △413,912 △413,912
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,462,998 1,462,998
自己株式の取得 △93 △93
自己株式の処分 11,849 6,477 18,326
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − 11,849 1,049,085 6,383 1,067,317
当期末残高 1,154,418 1,013,545 13,265,188 △9,592 15,423,560

残高及び変動事由
その他の包括利益累計額

非支配
株主持分

純資産
合計為替換算

調整勘定
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 269,954 △80,204 189,750 34,814 14,580,807
当期変動額
剰余金の配当 − △413,912
親会社株主に帰属する
当期純利益 − 1,462,998
自己株式の取得 − △93
自己株式の処分 − 18,326
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 191,048 124,803 315,852 5,061 320,913

当期変動額合計 191,048 124,803 315,852 5,061 1,388,231
当期末残高 461,003 44,599 505,602 39,875 15,969,038
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連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 株式会社セハージャパン

株式会社日本システムプロジェクト
Suzumo International Corporation
Suzumo Singapore Corporation Pte. Ltd.

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 １社

会社の名称 Bluefin Trading LLC
（2）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る
計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、株式会社日本システムプロジェクトの決算日は２月28日であります。その他の連結子
会社の決算日は12月31日であります。連結計算書類作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用して
おります。ただし、連結会計年度の末日までに発生した重要な取引は連結上必要な調整をすることとして
おります。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等 ……………………移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品、製品、原材料、仕掛品………総平均法を採用しております。
貯蔵品…………………………………最終仕入原価法を採用しております。
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産…………………………（イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附
属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 ３〜50年
工具器具備品 ２〜20年

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
定額法によっております。

②無形固定資産…………………………（イ）リース資産以外の無形固定資産
定額法によっております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づいております。
市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基
づく償却額と残存有効期間（3年以内）に基づく均等配分額
とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
定額法によっております。

③長期前払費用………………………… 均等償却しております。
（3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担
額を計上しております。

③役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。
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（4）退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により費用処理しております。

③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお
けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

④小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

（5）収益及び費用の計上基準
当社グループは主として寿司用米飯加工機械、盛付け用米飯加工機械等の米飯加工機械の製造・販売
及びアルコール系洗浄剤、除菌剤等の衛生資材の製造・販売を主な事業とし、これらの製品の販売に
ついては製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判
断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で
測定しております。

（6）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均
相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含
めて計上しております。
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会計方針の変更に関する注記
（会計方針の変更）

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。法人税等の
計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第
20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第28号2022年10月28日）第65-２項（２）ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。これによる連結計算書類に与える影響はありません。

会計上の見積りの変更に関する注記
（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社が保有する有形固定資産の「工具器具備品」のうち、金型は、従来、耐用年数を２年として減価
償却を行っておりましたが、海外への売上高拡大やお客様の嗜好の多様化等に対応すべく、新商品投
資をより積極的に行う経営方針に変更しており、今後も継続的な投資が見込まれることから、金型投
資が大きく増加し金型及び償却費の重要性が高まることが予測されます。このような状況を踏まえ、
より実態に合った耐用年数に見直すことが妥当と判断し、これまでの使用実績を踏まえ耐用年数を合
理的に見積もった結果、当連結会計年度の期首より耐用年数を８年に変更しております。これによ
り、従来の方法に比べて、当連結会計年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益は、それぞれ65,687千円増加しております。

会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
連結計算書類計上額

繰延税金資産 760,210
繰延税金負債と相殺前の金額 832,610

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号)で示されている企
業の分類を検討し、将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリング結果に基づ
き、回収可能性を判断した上で繰延税金資産を計上しております。
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②主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には売上高成長率及
び売上高総利益率等の仮定が含まれております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積額の前提とした条件
や仮定に変更が生じ減少した場合には、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える
可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
1. 電子記録債権譲渡高 54,449千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額 4,317,360千円
3. 期末日満期電子記録債権

連結会計年度末日満期電子記録債権の会計処理については、振込期日をもって決済処理しております。
なお、一部の連結子会社の当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日電子記録債権
が、期末残高に含まれております。
電子記録債権 2,467千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普通株式 12,960,000株 − − 12,960,000株

2. 自己株式の数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
の 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
の 株 式 数

普通株式 30,180株 3,129株 12,700株 20,609株

（注）普通株式の自己株式の増減数の内訳は、次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬制度における無償取得による増加 3,089株
単元未満株式の買取による増加 40株
譲渡制限付株式報酬制度における自己株式の処分による減少 12,700株
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3. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2024年６月22日
定 時 株 主 総 会 普通株式 219,806 17 2024年３月31日 2024年６月24日

2024年10月31日
取 締 役 会 普通株式 194,106 15 2024年9月30日 2024年12月11日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの
2025年６月21日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議しております。
①配当金の総額…………………………………………245,848千円
②配当の原資………………………………………………利益剰余金
③１株当たり配当額…………………………………………19.00円
④基準日………………………………………………2025年３月31日
⑤効力発生日…………………………………………2025年６月23日

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、必要に応じて短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的
な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、ほとんど２か月以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日
及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。
連結子会社についても、同様の管理を行っております。

②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リス
クを管理しております。
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（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額47,229千円）は、次表には含めておりません。ま
た、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、買掛金、未払金は短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

長期借入金
（1年内返済予定の長期借入金を含む） 153,860 148,657 △5,202

負 債 計 153,860 148,657 △5,202
3. 金融商品の時価の区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価を分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融負債

区分
時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金

（1年内返済予定の長期借入金を含む） − 148,657 − 148,657

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現
在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
報告セグメント

合計米飯加工機械
関連事業

日本 10,605,375 10,605,375
アジア 1,570,516 1,570,516
北米 2,208,897 2,208,897
欧州 832,621 832,621
オセアニア 276,841 276,841
その他の地域 73,839 73,839
顧客との契約から生じる収益 15,568,092 15,568,092
その他の収益 − −
外部顧客への売上高 15,568,092 15,568,092

2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「４．会計方針に関する事項 (5) 収益及び費用の計上基準」に記
載のとおりであります。

3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約負債の残高
顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
当連結会計年度

契約負債（期首残高）前受金 146,522

契約負債（期末残高）前受金 266,760
・契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその
他に含まれております。

・当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた額は146,522千円でありま
す。

②残存履行義務に配分した取引価格
当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略し
ております。
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資産除去債務に関する注記
1. 当該資産除去債務の概要

当社グループは、一部の事務所及び営業所において、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復
に係る債務を有しております。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を取得から17年〜20年と見積り、割引率は国債の利回りを使用して、資産除去債務の金
額を計算しております。

3. 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 150,315千円
時の経過による調整額 1,330千円
期末残高 151,645千円

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,231円06銭
１株当たり当期純利益 113円09銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸借対照表
（単位：千円）

科目 当期
（2025年３月31日現在）

（ご参考）
前期

（2024年３月31日現在）
（資産の部）

流動資産 8,453,164 8,517,710
現金及び預金 4,002,192 4,664,546
受取手形 59,764 51,452
電子記録債権 340,272 180,560
売掛金 1,545,700 1,424,452
商品 11,531 15,417
製品 1,125,827 910,322
原材料 785,257 797,108
仕掛品 303,170 352,886
貯蔵品 2,481 2,526
前払費用 71,850 88,459
関係会社短期貸付金 11,354 15,820
未収入金 22,276 2,229
その他 183,887 11,927
貸倒引当金 △12,403 −

固定資産 8,713,134 7,739,174
有形固定資産 6,913,645 5,883,531
建物 1,826,943 1,914,384
構築物 59,889 65,709
機械及び装置 57,515 55,732
車両運搬具 8,325 3,491
工具器具備品 343,072 315,700
土地 3,522,922 3,522,922
建設仮勘定 1,094,977 5,590

無形固定資産 472,452 477,711
ソフトウエア 428,293 476,136
ソフトウエア仮勘定 42,647 −
その他 1,510 1,574

投資その他の資産 1,327,036 1,377,931
投資有価証券 160 160
関係会社株式 200,126 491,142
出資金 5,970 5,970
長期貸付金 10,032 11,641
関係会社長期貸付金 329,873 114,179
長期前払費用 35,231 22,674
破産更生債権等 667 587
差入保証金 171,024 171,646
会員権等 15,400 15,400
繰延税金資産 595,923 530,653
保険積立金 23,461 21,555
貸倒引当金 △60,834 △7,680

資産合計 17,166,298 16,256,885

科目 当期
（2025年３月31日現在）

（ご参考）
前期

（2024年３月31日現在）
（負債の部）

流動負債 1,613,609 1,570,591
買掛金 387,246 450,396
リース債務 38,182 35,444
未払金 295,497 261,518
未払費用 70,437 171,983
未払法人税等 361,171 277,084
未払消費税等 16,646 101,620
前受金 187,638 37,163
預り金 25,305 21,297
賞与引当金 231,032 214,083
その他 450 −

固定負債 1,403,002 1,308,258
リース債務 79,315 75,718
長期未払金 6,125 6,125
退職給付引当金 1,173,326 1,083,508
資産除去債務 144,235 142,905

負債合計 3,016,612 2,878,849
（純資産の部）

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金

繰越利益剰余金

自己株式

14,149,685

1,154,418

1,013,545

982,960

30,585

11,991,314

110,000

11,881,314

1,800,000

10,081,314

△9,592

13,378,036

1,154,418

1,001,696

982,960

18,736

11,237,897

110,000

11,127,897

1,800,000

9,327,897

△15,975
純資産合計 14,149,685 13,378,036
負債・純資産合計 17,166,298 16,256,885
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損益計算書
（単位：千円）

科目 当期

（2024
2025

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（ご参考）
前期

（2023
2024

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

売上高 13,379,621 11,792,058
売上原価 6,675,526 6,452,931

売上総利益 6,704,095 5,339,127
販売費及び一般管理費 4,792,514 4,226,448

営業利益 1,911,581 1,112,678
営業外収益 68,944 153,149

受取利息及び配当金 56,121 146,252
その他 12,823 6,897

営業外費用 344 1,388
譲渡制限付株式関連費用 285 1,319
為替差損 36 −
その他 23 68
経常利益 1,980,180 1,264,439

特別利益 4 75,540
固定資産売却益 4 75,540

特別損失 357,379 48
固定資産除却損 805 48
関係会社株式評価損 291,016 −
貸倒引当金繰入 65,557 −

税引前当期純利益 1,622,805 1,339,932
法人税、住民税及び事業税 520,745 391,764
法人税等調整額 △65,269 △70,326

法人税等合計 455,475 321,437
当期純利益 1,167,330 1,018,494
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株主資本等変動計算書
（2024

2025
年
年
４
３
月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

残高及び変動事由

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益
剰余金

別途積立金
当期首残高 1,154,418 982,960 18,736 1,001,696 110,000 1,800,000
当期変動額
剰余金の配当 −
当期純利益 −
自己株式の取得 −
自己株式の処分 11,849 11,849
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − 11,849 11,849 − −
当期末残高 1,154,418 982,960 30,585 1,013,545 110,000 1,800,000

残高及び変動事由

株主資本

純資産合計
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 9,327,897 11,237,897 △15,975 13,378,036 13,378,036
当期変動額
剰余金の配当 △413,912 △413,912 △413,912 △413,912
当期純利益 1,167,330 1,167,330 1,167,330 1,167,330
自己株式の取得 − △93 △93 △93
自己株式の処分 − 6,477 18,326 18,326
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） − − −

当期変動額合計 753,417 753,417 6,383 771,649 771,649
当期末残高 10,081,314 11,991,314 △9,592 14,149,685 14,149,685
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 ………移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
市場価格のない株式等 ………… 移動平均法による原価法を採用しております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品、製品、原材料、仕掛品…………総平均法を採用しております。
貯蔵品……………………………………最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産……………………………（イ）リース資産以外の有形固定資産

定率法（ただし、1998年4月１日以降に取得した建物（附属
設備を除く）並びに2016年4月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3〜50年
工具器具備品 ２〜20年

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
定額法によっております。

（2）無形固定資産……………………………（イ）リース資産以外の無形固定資産
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（ロ）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
定額法によっております。

（3）長期前払費用…………………………… 均等償却しております。
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3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計
上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準
当社は主として寿司用米飯加工機械、盛付け用米飯加工機械等の米飯加工機械の製造・販売を主な事
業とし、これらの製品の販売については製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得
し、履行義務が充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で
測定しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類
におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

会計方針の変更に関する注記
（会計方針の変更）

(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。法人税等の計上区分
に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日）第65-２項(2)
ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。これによる計算書類に与える影響はありません。
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会計上の見積りの変更に関する注記
（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社が保有する有形固定資産の「工具器具備品」のうち、金型は、従来、耐用年数を２年として減価償却
を行っておりましたが、海外への売上高拡大やお客様の嗜好の多様化等に対応すべく、新商品投資をより
積極的に行う経営方針に変更しており、今後も継続的な投資が見込まれることから、金型投資が大きく増
加し金型及び償却費の重要性が高まることが予測されます。このような状況を踏まえ、より実態に合った
耐用年数に見直すことが妥当と判断し、これまでの使用実績を踏まえ耐用年数を合理的に見積もった結
果、当事業年度の期首より耐用年数を8年に変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利
益は、それぞれ65,687千円増加しております。

会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額
（単位：千円）

計算書類計上額
繰延税金資産 595,923
繰延税金負債と相殺前の金額 635,771
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号）で示されている企
業の分類を検討し、将来の課税所得の十分性や将来減算一時差異等のスケジューリング結果に基づ
き、回収可能性を判断した上で繰延税金資産を計上しております。

②主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には売上高成長率及び
売上高総利益率等の仮定が含まれております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積額の前提とした条件
や仮定に変更が生じ減少した場合には、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があ
ります。

（関係会社投融資の評価）
(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
計算書類計上額

関係会社株式 200,126
関係会社株式評価損 291,016
関係会社短期貸付金 11,354
関係会社長期貸付金 329,873
貸倒引当金 △65,557
貸倒引当金繰入 65,557
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(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法

関係会社株式については、関係会社の財政状態が悪化し、実質価額が著しく低下した場合には、回復
可能性を将来の事業計画に基づいて検討したうえで、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる
場合を除き、減損処理をすることとしております。また、関係会社貸付金については、関係会社の財
政状態に加えて、将来の事業計画に基づいて個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額について貸
倒引当金を計上することとしております。
当社の子会社である株式会社日本システムプロジェクトに対する投融資の評価にあたっては、2025
年９月１日を効力発生日として当該子会社を吸収合併することを決議しており、当該子会社の事業計
画及び財政状態等を考慮して評価を行った結果、291,016千円の関係会社株式評価損及び65,557千
円の貸倒引当金を計上しております。

②主要な仮定
関係会社投融資の評価の検討は、各関係会社の将来の事業計画を基礎としており、当該事業計画には
売上高成長率及び売上高総利益率等の仮定が含まれております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
売上高成長率及び売上高総利益率等は市場環境等の影響を受け不確実性があり、経営環境等の変化に
より、見直しが必要となった場合には、翌事業年度以降の計算書類に重要な影響を与える可能性があ
ります。

貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,207,780千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 460,771千円
短期金銭債務 32,737千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 2,225,322千円
仕入高 395,541千円

営業取引以外の取引高 64,981千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 20,609株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
棚卸資産評価損 40,212千円
関係会社株式評価損 158,454千円
会員権評価損 2,206千円
電話加入権評価損 1,036千円
貸倒引当金 22,494千円
未払事業税等 29,053千円
未払金 21,568千円
賞与引当金 71,499千円
退職給付引当金 369,517千円
役員退職慰労金 1,930千円
一括償却資産 687千円
減価償却超過額 5,308千円
資産除去債務 45,463千円
業績連動報酬費用 30,903千円
その他 2,061千円

繰延税金資産小計 802,398千円
評価性引当額 △166,626千円

繰延税金資産合計 635,771千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 39,848千円
繰延税金資産の純額 595,923千円

関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社

Suzumo
International
Corporation

所有
直接100%

当社製品の販売
役員の兼任

製品の販売
（注１） 1,709,668 売掛金 368,851

株式会社日本
システムプロ
ジェクト

所有
直接100%

当社製品の販売
当社製品の仕入
役員の兼任

資金の貸付
（注２） 220,000

未収入金
（注３） 1,048
関係会社
短期貸付金
（注３）

11,354

関係会社
長期貸付金
（注３）

329,873

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
（注２）資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
（注３）当事業年度に合計65,557千円の貸倒引当金繰入額及び貸倒引当金を計上しております。
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針に係る事項に関する注記4.収益及び費用の計上
基準」に記載の通りであります。

資産除去債務に関する注記
1. 資産除去債務の概要

本社及び一部の営業所において、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有して
おります。

2. 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込み期間を取得から17年〜20年と見積り、割引率は国債の利回りを使用して、資産除去債務の
金額を計算しております。

3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 142,905千円
時の経過による調整額 1,330千円
期末残高 144,235千円

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 1,093円54銭
１株当たり当期純利益 90円23銭

連結配当規制適用会社に関する注記
当社は連結配当規制の適用会社であります。

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月19日
鈴茂器工株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久 塚 清 憲
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 西 貴 之

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、鈴茂器工株式会社の2024年４月１日から2025年３月

31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、鈴茂器工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合
は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督
及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年５月19日
鈴茂器工株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 久 塚 清 憲
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 西 貴 之

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、鈴茂器工株式会社の2024年４月１日から2025

年３月31日までの第65期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類
等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、
計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第65期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監
査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共
に、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築
及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月20日
鈴 茂 器 工 株 式 会 社 監 査 役 会

常勤監査役 河 野 淳 ㊞
社外監査役 村 井 淳 也 ㊞
社外監査役 中 島 敬 方 ㊞

（注） 監査役村井淳也及び中島敬方は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査
役であります。

以 上
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（旧）中野区役所

中野セントラルパークサウス
B1F「カンファレンス」

中野セントラルパーク
イースト

四季の森公園

ドコモ中野ビル

中野駅

ペデストリアンデッキ
（歩行者専用道）

北口

南口

JR 中央線・総武線／東京メトロ 東西線 中野駅北口より徒歩５分

株主総会会場ご案内図

中野セントラルパークサウス B1F「カンファレンス」
東京都中野区中野四丁目10番2号

会 場

交 通

※お越しの際は公共交通機関をご利用下さい。会場には当総会用の駐車場のご用意はござい
ませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
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